
                                    

様式第１号（第６条関係） 
安曇野市中小企業物価高騰対策支援金交付申請書 

令和  ５年   月   日   
（宛先）安曇野市長 

１ 申請者の情報  支援金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 
２ 振込先口座 ※申請者本人（１に記載した名義と同一）の口座名義に限ります。 

金融機関名 支店名 預金種別 口座名義（漢字） 

□□銀行 △△支店 
       

普通・当座 
安曇野食堂 

口座番号（右づめ） 
0 0 0 0 0 0 0 

口座名義（カナ） 
アヅミノショクドウ 

 

住所又は事業所所在地 

〒399-8205     
安曇野市豊科○○○番地 

 
連絡先 TEL0263-●●-○○○○ 

名      称 安曇野食堂 
該当する方にチェック 

□法人  ☑個人事業者 代 表 者 氏 名 安曇野 太郎 

従業員数      １０人 資本金         千円 

事業の継続状況 申請日時点において事業を営んでいる ⇒ ☑ 

現在の主たる業種及び事
業内容 

（業種） 飲食業 

（事業内容）飲食店経営 

計   算   式 
 

※原価率を比較して 3.0

ポイント以上上昇してい

ることが支援金の要件 

●直近の年の前年（令和３年）の原価率 

仕入れ原価又は製造原価（材料費のみ） 1,000 千円・・・・・① 

売上高（個人事業者は雑収入を除く）  2,267 千円・・・・・② 

①÷②×100＝ 44.1 ％（小数点以下第二位切り捨て）・・・③ 

 

●直近の年（令和４年）の原価率 

仕入れ原価又は製造原価（材料費のみ） 1,100 千円・・・・④  

売上高（個人事業者は雑収入を除く）  2,267 千円・・・・⑤   

④÷⑤×100＝  48.5  ％（小数点以下第二位切り捨て）・・・⑥ 

●原価率の比較 

⑥ 48.5    －  ③ 44.1   ＝  4.4 ポイント 

                     （3.0 ポイント以上） 

仕入れ原価又は製造原価

（材料費のみ） 
       1,100,000   円（A） 

※直近の年の決算書又は収支内訳書に記載されている額（④の金額） 

申   請   額 

   30,000  円              ☑欄 

  （A）が     10 万円以上    3,000 円  □ 

  （A）が     50 万円以上   15,000 円  □ 

（A）が    100 万円以上   30,000 円  ☑ 

  （A）が    300 万円以上   90,000 円  □ 

  （A）が    500 万円以上  150,000 円  □ 

  （A）が  1,000 万円以上  300,000 円  □ 

  ※申込状況に応じ支援金額を減額調整する場合がございます。 

裏面も記入してください 

記 入 例 



                                    

３ 添付資料 ※提出書類にチェックをしてください。          事務局使用欄 

１ 確定申告書の写し 
法人の場合：直近の年及びその前年 
個人事業者の場合：令和３年・令和４年 

☑ □ 

２ 決算書又は収支内訳書 
法人の場合：直近の年及びその前年 
個人事業者の場合：令和３年・令和４年 

☑ □ 

３ 振込先口座と口座名義の分かる通帳の見開
きページの写し 

☑ □ 

４ 商工会加入状況 ☑会員  □未加入 
（未加入者は下記 5 の書類を提出してく
ださい。） 

□ 

５ 商工会未加入の場合の追加必要書類 

□ 

・個人事業主は以下の書類すべて 
□免許証・マイナンバーカード 

その他（     ）の写し 

 

□直近の確定申告を提出したことを証する

書類（受信通知 等） 

・法人は以下の書類すべて 

□直近の法人事業概況説明書（両

面）の写し 

□直近の確定申告を提出したことを

証する書類（受信通知 等） 

 
４ 誓約事項 ※必ずご確認ください。 

（１）本申請において提出した書類の記載内容は事実に相違ありません。また、事実でないことが

判明した場合は、支援金の返還等に応じます。 

（２）市から検査・報告・是正等のために根拠書類の提出を求められた場合は、これに応じます。

応じることが出来なかった場合又は、提出した根拠書類に不備があった場合には支援金の

返還等に応じます。 

（３）代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が安曇野市暴力団排除条例（平成

24 年安曇野市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団

員又は同条第４号に規定する暴力団員等ではなく、かつ、これらの者と関係を有する者に該

当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の者が経営に実質的に関与してい

ません。 

 

                 氏名・名称 安曇野食堂 

         法人は代表者の職・氏名も記載 

           （自署の場合は押印省略可） 安曇野 太郎     印 

 

 
安
曇
野 


